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就
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拶

理
事
長
　
佐
野 

吉
彦

退
任
の
ご
挨
拶

前
理
事
長
　
沼
田 
亘

氏　名 事 業 所 名
理 事 長
理 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
常務理事
議員監 事
議 員
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　

株式会社 安井建築設計事務所
株式会社 日積サーベイ
中央復建コンサルタンツ 株式会社
株式会社 昭和設計
株式会社 藤木工務店
大阪府建築健康保険組合
龍建設工業 株式会社
共同設計 株式会社
株式会社 ＩＡＯ竹田設計
株式会社 ジャパックス
コーナン建設 株式会社
株式会社 東洋建築設計事務所
株式会社 山田綜合設計

氏　名 事 業 所 名
理　　事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
議員監 事
議 　 　員
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　

日本建設 株式会社
株式会社 東畑建築事務所
株式会社 一粒社ヴォーリズ建築事務所
大阪府建築企業年金基金
日本基礎技術 株式会社
株式会社 能勢建築構造研究所
株式会社 双星設計
一般財団法人 日本建築総合試験所
一般社団法人 大阪府建築士事務所協会
株式会社 東建築積算士事務所
藤井建設 株式会社
一般財団法人 大阪建築防災センター
公益社団法人 大阪府建築士会

去る七月十二日に、任期満了による役員の改選が行われ、次の方々が就任されました。
 （五十音順・敬称略）

〈任 期〉令和3年7月12日～令和6年7月11日の3年間

選　定　議　員　（13名）

互　選　議　員　（13名）

組合会議員の改選について組合会議員の改選について こ
の
た
び
、七
月
の
役
員
改
選
に
お
き

ま
し
て
、沼
田 

亘 

前
理
事
長
の
後
を
受

け
、大
阪
府
建
築
健
康
保
険
組
合
の
理
事

長
に
就
任
致
し
ま
し
た
。

平
素
は
、当
健
康
保
険
組
合
の
事
業
運

営
に
関
し
ま
し
て
皆
様
の
深
い
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
、厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
環

境
は
依
然
と
し
て
厳
し
く
、医
療
の
高
度
化

や
高
額
な
薬
剤
の
保
険
適
用
に
よ
る
医
療

費
の
増
大
に
加
え
、２
０
２
２
年
に
は
団
塊

の
世
代
が
後
期
高
齢
者
へ
移
行
し
は
じ
め
る

こ
と
か
ら
、高
齢
者
医
療
の
た
め
の
拠
出
金

が
急
増
し
、医
療
保
険
全
体
の
急
速
な
財

政
悪
化
が
危
惧
さ
れ
る
な
ど
、ま
さ
に
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、経
済
情
勢
に
つ
い
て
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
影
響
に
よ
り
、依
然
と

し
て
厳
し
い
状
況
で
、国
の
緊
急
経
済
対

策
や
補
正
予
算
の
効
果
も
相
ま
っ
て
持
ち

直
し
の
動
き
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、現
状
の

水
準
は
、コ
ロ
ナ
前
を
下
回
っ
た
状
態
に
と

ど
ま
り
、経
済
の
回
復
は
道
半
ば
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
厳
し
く
重
要
な
時
期
に
理
事

長
を
拝
命
し
、改
め
て
そ
の
責
務
の
重
大
さ
に

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
を
致
し
て
お
り
ま
す
。

当
健
康
保
険
組
合
で
は
更
な
る
財
政

改
善
を
進
め
る
た
め
に
効
果
的
な
事
業
運

営
を
図
る
と
と
も
に
、皆
様
の
健
康
増
進

や
疾
病
予
防
に
役
立
つ
保
健
事
業
を
推
進

し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、何
卒

皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
、令
和
三
年
七
月
十
二
日
を

も
ち
ま
し
て
、大
阪
府
建
築
健
康
保
険
組

合
理
事
長
を
退
任
致
し
ま
し
た
。平
成
二

十
一年
七
月
に
就
任
以
来
、四
期
十
二
年
に

わ
た
り
理
事
長
の
職
を
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。そ
の
間
、事
業
主
を
は
じ
め
、

被
保
険
者
、役
職
員
の
皆
様
の
ご
支
援
と

ご
協
力
に
よ
り
、無
事
に
任
務
を
果
た
す

こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、心
か

ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
る
医
療
費
の
増

加
や
、急
速
な
高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
高

齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
・
拠
出
金
の

負
担
増
加
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
、何
と
か
こ
れ
ま
で
黒
字
決
算
で

組
合
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
、皆
様
の

健
康
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
保
健
事
業
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。こ
れ
も
、ひ
と
え
に
事
業
主
な
ら
び
に

組
合
員
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物
と
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
、佐
野 
吉
彦 

理
事
長
の
も

と
当
健
康
保
険
組
合
が
保
険
者
機
能
を

さ
ら
に
発
揮
さ
れ
、皆
様
の
健
康
増
進
に

貢
献
で
き
ま
す
よ
う
心
よ
り
願
っ
て
お
り

ま
す
。

最
後
に
、一
刻
も
早
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
終
息
を
迎
え
、皆

様
が
健
や
か
に
明
る
く
過
ご
さ
れ
ま
す
と

と
も
に
、業
界
各
企
業
の一
層
の
ご
発
展
を

心
よ
り
祈
念
致
し
ま
し
て
退
任
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

職　名
佐 　 野 　 吉 　 彦
生 　 島 　 宣 　 幸
兼 　 塚 　 卓 　 也
沼 　 田 　 　 　 亘
藤 　 木 　 玄 　 三
寺 　 嶋 　 隆 　 男
近 　 藤 　 洋 　 史
飯 　 田 　 精 　 三
金 　 峰 　 鐘 　 大
髙 　 垣 　 陽 　 一
原 　 　 　 恭 　 平
久 　 田 　 惠 　 士
深 　 尾 　 元 　 詞

職　名
川 　 上 　 耕 　 司
黒 　 木 　 俊 　 介
中 　 山 　 献 　 児
長 　 見 　 隆 　 重
山 　 中 　 幸 四 郎
横 　 田 　 友 　 行
中 　 村 　 武 　 嗣
小 　 南 　 和 　 也
中 　 杉 　 重 　 登
東 　 　 　 泰 　 紀
藤 　 井 　 謙 太 郎
前 　 田 　 栄 　 治
山 　 添 　 光 　 訓
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当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
収
入
支
出
決
算
は
、

７
年
連
続
で
の
黒
字
と
な
り
、
堅
調
な
結
果
を
残
す
こ

と
が
出
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
経
済
に
与
え
る
落
ち
込
み
が
心

配
さ
れ
る
な
か
で
、
保
険
料
収
入
に
及
ぼ
す
影
響
も
比

較
的
穏
や
か
な
状
況
が
続
い
た
こ
と
、
一
方
で
、
保
険

給
付
費
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
の
影
響
に
よ
っ

て
、
受
診
控
え
や
緊
急
で
な
い
手
術
の
延
期
等
が
生

じ
、
本
人
の
入
院
医
療
費
及
び
家
族
の
全
般
的
な
医
療

費
が
減
少
し
た
こ
と
が
、
好
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
収
束
が
な
か
な

か
見
通
せ
な
い
状
況
が
続
き
ま
す
が
、
引
き
続
き
健
保

組
合
の
役
割
と
し
て
、
保
険
者
の
基
本
的
業
務
だ
け
で

な
く
、保
健
事
業
等
の
保
険
者
機
能
を
更
に
充
実
さ
せ
、

健
保
組
合
の
優
位
性
を
高
め
て
い
く
と
共
に
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
春
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
が
順

次
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
の
収
束
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
受
診
控
え

に
よ
り
病
気
の
早
期
発
見
な
ど
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ

う
、
必
ず
定
期
健
診
や
特
定
健
診
を
受
診
し
、
基
礎
疾

患
の
あ
る
方
や
体
調
不
良
の
際
に
は
医
療
機
関
を
受
診

す
る
な
ど
、
感
染
症
予
防
対
策
と
と
も
に
積
極
的
な
健

康
管
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令
和
２
年
度

決
算
の
お
知
ら
せ

令和2年度　事業所・被保険者等の状況（年度末）
種　　　別 令和 2 年度 令和元年度 増　減

事　  業 　 所 　 数（ 社 ） 252 255 ▲ 3
被　 保　 険　 者　 数（ 人 ） 9,875 11,243 ▲ 1,368
平 均 標 準 報 酬 月 額（ 円 ） 410,263 410,857 ▲ 594
介護保険第２号被保険者数（人） 7,906 9,335 ▲ 1,429

年度別　被保険者1人当たりの保険給付費と支援金・納付金等拠出金の推移
年度 ①保険給付費（円） ②納付金（円） 保険料に対する割合①＋②（％）
29 267,695 206,604 85.96
30 267,411 187,385 79.93
01 283,521 183,236 81.37
02 267,704 220,254 84.69

その他納付金
　（5円）

保険料（576,044円）

利子収入・雑収入等
　　　　（3,210円）

調整保険料（7,761円）

国庫負担金（201円）財政調整事業交付金
（9,590円）

収　入
598,745円

国庫補助金収入
（1,939円）

国に納付
されました

前期高齢者　　
納付金

（84,802円）

後期高齢者
　　支援金
 （135,448円）

保険給付費
（267,704円）

支　出
533,488円

連合会費・その他
（1,391円）

営繕費（2,130円）

財政調整事業拠出金
（7,748円）

事務費（8,538円）
保健事業費

（25,722円）

635,055 千円

743,601 千円

収
　
　
　
入

保 険 料 6,564,019 
国 庫 負 担 金 2,296 
調 整 保 険 料 88,433 
国 庫 補 助 金 収 入 22,097 
財 政 調 整 事 業 交 付 金 109,283 
保健事業収入・雑収入等 36,568 

合　　　計 6,822,696 
経 常 収 入 合 計 6,601,586

◆健康保険分（千円）

支
　
　
　
出

事 務 費 97,286 
保 険 給 付 費 3,050,483 

法 定 給 付 費 2,778,477 
現 金 給 付 費 272,006 

納 付 金 2,509,799 
前 期 高 齢 者 納 付 金 966,314 
後 期 高 齢 者 支 援 金 1,543,431 
そ の 他（ 　 　 　 　 ） 54 

保 健 事 業 費 293,104 
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 88,288 
営 繕 費 24,271 
連 合 会 費 ・ そ の 他 15,864 

合　　　計 6,079,095 
経 常 支 出 合 計 5,966,531

病床転換支援金・
退職者給付拠出金

経常収支差引額 ③−④

決  算  残  金 ①−②

収
　
入

保 険 料 731,203 
繰 入 金 43,576 
国 庫 補 助 金 受 入 2,325 
雑 収 入 4 

　合　　　計　① 777,108

支
　
出

介 護 納 付 金 773,582 
還 付 金 9 

　合　　　計　② 773,591

◆介護保険分（千円）

被保険者（年間平均 11,395 人）
１人当たりでみると

3,517 千円決 算 残 金 ①−②

◉被保険者数　9,875人
（男性　7,564人、女性　2,311人）

◉平均標準報酬月額　410,263円
  （男性　447,168円、女性　284,307円）

◉総標準賞与額（年間合計）　12,625,683千円
◉平均年齢　45.15歳
 （男性　46.84歳、女性　39.73歳）

◉被扶養者数　8,214人
◉前期高齢者加入率　6.41％
◉健康保険料率　1,000分の98
 （事業主　1,000分の50、被保険者　1,000分の48）

◉介護保険の対象となる被保険者数　7,906人  
◉介護保険料率　1,000分の16.6

（事業主　1,000分の8.3、被保険者　1,000分の8.3）

組合状況（令和3年３月末現在）

①
③

②
④

※経常収入支出差引額とは、臨時的な収入「調整保険料収入」「財政調整事業交
付金」等と、臨時的な支出「営繕費」「財政調整事業拠出金」等を控除したもの
です。

　
大
阪
府
建
築
健
康
保
険
組
合
の
令
和
２
年
度
決
算
が
、
去
る
７
月
12
日

の
組
合
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

—
—

　＊
　—

—

令和2年度　収入支出決算の概要 　当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
の
決
算
は
、収
入
68
億
２
，

２
６
９
万
６
千
円
に
対
し
、
支
出
60
億
７
，
９
０
９
万
５

千
円
、
経
常
収
支
で
６
億
３
，
５
０
５
万
５
千
円
の
黒
字

決
算
と
な
り
ま
し
た
。
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当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
収
入
支
出
決
算
は
、

７
年
連
続
で
の
黒
字
と
な
り
、
堅
調
な
結
果
を
残
す
こ

と
が
出
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
経
済
に
与
え
る
落
ち
込
み
が
心

配
さ
れ
る
な
か
で
、
保
険
料
収
入
に
及
ぼ
す
影
響
も
比

較
的
穏
や
か
な
状
況
が
続
い
た
こ
と
、
一
方
で
、
保
険

給
付
費
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
の
影
響
に
よ
っ

て
、
受
診
控
え
や
緊
急
で
な
い
手
術
の
延
期
等
が
生

じ
、
本
人
の
入
院
医
療
費
及
び
家
族
の
全
般
的
な
医
療

費
が
減
少
し
た
こ
と
が
、
好
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
収
束
が
な
か
な

か
見
通
せ
な
い
状
況
が
続
き
ま
す
が
、
引
き
続
き
健
保

組
合
の
役
割
と
し
て
、
保
険
者
の
基
本
的
業
務
だ
け
で

な
く
、保
健
事
業
等
の
保
険
者
機
能
を
更
に
充
実
さ
せ
、

健
保
組
合
の
優
位
性
を
高
め
て
い
く
と
共
に
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
春
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
が
順

次
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
の
収
束
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
受
診
控
え

に
よ
り
病
気
の
早
期
発
見
な
ど
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ

う
、
必
ず
定
期
健
診
や
特
定
健
診
を
受
診
し
、
基
礎
疾

患
の
あ
る
方
や
体
調
不
良
の
際
に
は
医
療
機
関
を
受
診

す
る
な
ど
、
感
染
症
予
防
対
策
と
と
も
に
積
極
的
な
健

康
管
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令
和
２
年
度

決
算
の
お
知
ら
せ

令和2年度　事業所・被保険者等の状況（年度末）
種　　　別 令和 2 年度 令和元年度 増　減

事　  業 　 所 　 数（ 社 ） 252 255 ▲ 3
被　 保　 険　 者　 数（ 人 ） 9,875 11,243 ▲ 1,368
平 均 標 準 報 酬 月 額（ 円 ） 410,263 410,857 ▲ 594
介護保険第２号被保険者数（人） 7,906 9,335 ▲ 1,429

年度別　被保険者1人当たりの保険給付費と支援金・納付金等拠出金の推移
年度 ①保険給付費（円） ②納付金（円） 保険料に対する割合①＋②（％）
29 267,695 206,604 85.96
30 267,411 187,385 79.93
01 283,521 183,236 81.37
02 267,704 220,254 84.69

その他納付金
　（5円）

保険料（576,044円）

利子収入・雑収入等
　　　　（3,210円）

調整保険料（7,761円）

国庫負担金（201円）財政調整事業交付金
（9,590円）

収　入
598,745円

国庫補助金収入
（1,939円）

国に納付
されました

前期高齢者　　
納付金

（84,802円）

後期高齢者
　　支援金
 （135,448円）

保険給付費
（267,704円）

支　出
533,488円

連合会費・その他
（1,391円）

営繕費（2,130円）

財政調整事業拠出金
（7,748円）

事務費（8,538円）
保健事業費

（25,722円）

635,055 千円

743,601 千円

収
　
　
　
入

保 険 料 6,564,019 
国 庫 負 担 金 2,296 
調 整 保 険 料 88,433 
国 庫 補 助 金 収 入 22,097 
財 政 調 整 事 業 交 付 金 109,283 
保健事業収入・雑収入等 36,568 

合　　　計 6,822,696 
経 常 収 入 合 計 6,601,586

◆健康保険分（千円）

支
　
　
　
出

事 務 費 97,286 
保 険 給 付 費 3,050,483 

法 定 給 付 費 2,778,477 
現 金 給 付 費 272,006 

納 付 金 2,509,799 
前 期 高 齢 者 納 付 金 966,314 
後 期 高 齢 者 支 援 金 1,543,431 
そ の 他（ 　 　 　 　 ） 54 

保 健 事 業 費 293,104 
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 88,288 
営 繕 費 24,271 
連 合 会 費 ・ そ の 他 15,864 

合　　　計 6,079,095 
経 常 支 出 合 計 5,966,531

病床転換支援金・
退職者給付拠出金

経常収支差引額 ③−④

決  算  残  金 ①−②

収
　
入

保 険 料 731,203 
繰 入 金 43,576 
国 庫 補 助 金 受 入 2,325 
雑 収 入 4 

　合　　　計　① 777,108

支
　
出

介 護 納 付 金 773,582 
還 付 金 9 

　合　　　計　② 773,591

◆介護保険分（千円）

被保険者（年間平均 11,395 人）
１人当たりでみると

3,517 千円決 算 残 金 ①−②

◉被保険者数　9,875人
（男性　7,564人、女性　2,311人）

◉平均標準報酬月額　410,263円
  （男性　447,168円、女性　284,307円）

◉総標準賞与額（年間合計）　12,625,683千円
◉平均年齢　45.15歳
 （男性　46.84歳、女性　39.73歳）

◉被扶養者数　8,214人
◉前期高齢者加入率　6.41％
◉健康保険料率　1,000分の98
 （事業主　1,000分の50、被保険者　1,000分の48）

◉介護保険の対象となる被保険者数　7,906人  
◉介護保険料率　1,000分の16.6

（事業主　1,000分の8.3、被保険者　1,000分の8.3）

組合状況（令和3年３月末現在）

①
③

②
④

※経常収入支出差引額とは、臨時的な収入「調整保険料収入」「財政調整事業交
付金」等と、臨時的な支出「営繕費」「財政調整事業拠出金」等を控除したもの
です。

　
大
阪
府
建
築
健
康
保
険
組
合
の
令
和
２
年
度
決
算
が
、
去
る
７
月
12
日

の
組
合
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

—
—

　＊
　—

—

令和2年度　収入支出決算の概要 　当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
の
決
算
は
、収
入
68
億
２
，

２
６
９
万
６
千
円
に
対
し
、
支
出
60
億
７
，
９
０
９
万
５

千
円
、
経
常
収
支
で
６
億
３
，
５
０
５
万
５
千
円
の
黒
字

決
算
と
な
り
ま
し
た
。

5



健康保険法の一部改正法案が成立しました
すべての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するために
健康保険法等の一部改正が行われました。主なものをご紹介します。

●75歳以上（課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上383万円未満）の医療費窓口負担が2割になります……
（施行日：2022年10月から2023年3月までの間で、政令で定められます）

●傷病手当金の支給は支給期間の通算になります………………………………………………………………………………
（施行日：2022年1月1日）

　75歳以上で、医療費の窓口負担が現在1割の方のうち、課税所得が28万円
以上かつ単身世帯で年収200万円以上、夫婦世帯で年収320万円以上の場
合、2割負担に引き上げになります。
　ただし、急激に負担が増えることにならないよう、施行後3年間、外来窓口負担
の増加額を最大で月3,000円までに抑える配慮措置が設けられます。

　被保険者が、業務上や通勤途上以外の病
気やけがで仕事ができなくなり、給与が支給
されなくなった場合、欠勤した日から起算して
3日（待期期間）を経過した日から、仕事につ
けず給与が支給されない期間、傷病手当金
が支給されます。
　現在、支給期間は支給開始日から起算し、
1年6カ月としていますが、2022年1月より、
治療と仕事の両立の観点から柔軟な所得保
障を行うことを目的として、支給開始日から
通算して1年6カ月まで支給されることに変
わります。

年収等（対象者数） 負担割合

課税所得が28万円以上かつ
年収200万円以上

383万円未満（約370万人）

1割から
2割ヘ

出勤
不支給

欠勤
支給

欠勤
支給

治療期間

出勤
1年6カ月

不支給
出勤
不支給

治療期間

欠勤

支給開始から
1年6カ月以降は不支給

不支給

治療期間

出勤
不支給

欠勤
支給

欠勤
支給

治療期間

出勤
1年6カ月

不支給
出勤
不支給

治療期間

欠勤
支給

治療期間

通算1年6カ月まで
支給

通算1年６カ月

改正

　
重
い
病
気
や
大
き
な
け
が
な
ど
で
入
院
し

た
り
、
高
度
な
治
療
を
受
け
る
と
高
額
な
医

療
費
が
か
か
り
、
自
己
負
担
額
も
大
き
な
も

の
と
な
り
ま
す
。
窓
口
負
担
は
医
療
費
の
一

部
で
す
が
、
医
療
費
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ

ど
、
そ
の
ま
ま
で
は
窓
口
負
担
も
際
限
な
く

高
額
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
医
療
費
の
負
担
が
際
限
な
く

増
え
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、月
ご
と
（
毎

月
１
日
～
末
日
）
に
自
己
負
担
限
度
額
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
限
度
額
を
超
え
た
分

は
後
か
ら
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
が
高
額
療
養
費
制
度
で
す
。
毎
月
の

限
度
額
は
、年
齢
や
収
入（
標
準
報
酬
月
額
）

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
の
支
払
い
が
一
度
で
は
限
度
額

を
超
え
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
70
歳
未
満

で
は
同
じ
月
に
２
万
１
、０
０
０
円
以
上
の

支
払
い
が
複
数
あ
る
場
合
に
金
額
を
合
算

で
き
ま
す
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
は
金
額

に
関
係
な
く
合
算
可
能
）。
合
算
し
て
１
ヵ

月
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
超
え
た

額
の
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
同
様

に
、
被
扶
養
者
と
し
て
同
じ
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
家
族
の
自
己
負
担
も
合
算

で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
直
近
12
ヵ
月
で
、
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
月
が
３
ヵ
月
以
上
あ
る

場
合
は
、
４
ヵ
月
目
以
降
は
「
多
数
該
当
」

扱
い
と
な
り
、
自
己
負
担
限
度
額
が
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、長
期
に
わ
た
っ

て
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
に
は
、

よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
払
い
戻
し
を
受
け
る
に
は
、
先
に
医
療
機

関
の
窓
口
で
支
払
い
を
済
ま
せ
、
後
で
加
入

す
る
医
療
保
険
の
保
険
者
（
健
康
保
険
組
合
、

協
会
け
ん
ぽ
な
ど
）
に
対
し
て
「
高
額
療
養

費
支
給
申
請
書
」
を
提
出
し
ま
す
。
保
険
者

に
よ
っ
て
は
申
請
し
な
く
て
も
自
動
的
に
計

算
し
て
後
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ

の
場
合
で
も
、
払
い
戻
し
ま
で
に
は
３
ヵ
月

以
上
か
か
り
ま
す
。

　
一
時
的
に
生
じ
る
高
額
な
負
担
が
心
配
な

場
合
は
、
支
払
い
の
前
に
加
入
す
る
保
険
者

に
申
請
し
て
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交

付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る

こ
と
で
、
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
で
済
み
ま

す
。
入
院
な
ど
で
医
療
費
の
支
払
い
が
高
額

に
な
り
そ
う
な
と
き
は
、
ぜ
ひ
交
付
を
受
け

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

限
度
額
を
超
え
た
分
が

払
い
戻
さ
れ
る

一
定
額
以
上
の
支
払
い
を
合
算

多
数
該
当
で
さ
ら
に
負
担
が
軽
減

入
院
な
ど
の
と
き
は
事
前
に

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に

必
要
な
手
続
き
と
は
？

A

高額療養費の自己負担限度額の目安は？Q 毎
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
に
は
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

超
え
た
分
は
後
か
ら
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

払
い
戻
し
を
受
け
る
に
は
原
則
と
し
て
申
請
が
必
要
で
す
。

　高額療養費の自己負担限度額は収入別に定められており、70歳未満と70歳以上で異なり
ます。厳密な額は計算で求めますが、大まかな目安を覚えておくとよいでしょう。
　70歳以上 75歳未満で標準報酬月額 26万円以下の一般や低所得者に該当する場合、毎月の
限度額だけでなく年間の上限額も定められています。毎年 8月から翌年 7月までの１年間の自己負
担額を個人単位で合計して上限額を超えている場合には、7月31日時点で被保険者として加入し
ている医療保険者に対して申請を行います。被扶養者である家族の分も被保険者が申請します。

高額療養費
払い戻しの流れ

被保険者
被扶養者

医療機関

医療保険の保険者

❶医療費の支払い
　（自己負担分）

❷高額療養費
　支給申請書の提出

❸払い戻し

●70歳未満の人の自己負担限度額

●70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

所得区分（標準報酬月額） 自己負担限度額

83万円以上 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×１％　（多数該当：140,100円）

53万円～ 79万円  167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×１％　（多数該当：　93,000円）

28万円～ 50万円    80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×１％　（多数該当：　44,400円）

26万円以下    57,600 円　（多数該当：44,400 円）

低所得者（住民税非課税）    35,400 円　（多数該当：24,600 円）

所得区分（標準報酬月額）
自己負担限度額

外来・個人ごと 入院・世帯ごと
現役並み所得者Ⅲ

83万円以上 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×１％　（多数該当：140,100円）

現役並み所得者Ⅱ
53 万円～ 79 万円  167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×１％　（多数該当：　93,000円）

現役並み所得者Ⅰ
28 万円～ 50 万円    80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×１％　（多数該当：　44,400円）

一般
26 万円以下   18,000 円（年間上限：144,000円） 57,600 円（多数該当：　44,400 円）

低所得者
低所得Ⅱ

　 8,000 円
24,600 円

低所得Ⅰ 15,000 円

目安
およそ25万円

目安
およそ25万円

目安
およそ17万円

目安
およそ17万円

目安
およそ8万円

目安
およそ8万円

※低所得Ⅰとは住民税非課税、年金収入 80 万円以下の場合です。低所得Ⅱとは住民税非課税、年金収入 80 万円～ 160 万円の場合です。
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健康保険法の一部改正法案が成立しました
すべての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するために
健康保険法等の一部改正が行われました。主なものをご紹介します。

●75歳以上（課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上383万円未満）の医療費窓口負担が2割になります……
（施行日：2022年10月から2023年3月までの間で、政令で定められます）

●傷病手当金の支給は支給期間の通算になります………………………………………………………………………………
（施行日：2022年1月1日）

　75歳以上で、医療費の窓口負担が現在1割の方のうち、課税所得が28万円
以上かつ単身世帯で年収200万円以上、夫婦世帯で年収320万円以上の場
合、2割負担に引き上げになります。
　ただし、急激に負担が増えることにならないよう、施行後3年間、外来窓口負担
の増加額を最大で月3,000円までに抑える配慮措置が設けられます。

　被保険者が、業務上や通勤途上以外の病
気やけがで仕事ができなくなり、給与が支給
されなくなった場合、欠勤した日から起算して
3日（待期期間）を経過した日から、仕事につ
けず給与が支給されない期間、傷病手当金
が支給されます。
　現在、支給期間は支給開始日から起算し、
1年6カ月としていますが、2022年1月より、
治療と仕事の両立の観点から柔軟な所得保
障を行うことを目的として、支給開始日から
通算して1年6カ月まで支給されることに変
わります。

年収等（対象者数） 負担割合

課税所得が28万円以上かつ
年収200万円以上

383万円未満（約370万人）

1割から
2割ヘ

出勤
不支給

欠勤
支給

欠勤
支給

治療期間

出勤
1年6カ月

不支給
出勤
不支給

治療期間

欠勤

支給開始から
1年6カ月以降は不支給

不支給

治療期間

出勤
不支給

欠勤
支給

欠勤
支給

治療期間

出勤
1年6カ月

不支給
出勤
不支給

治療期間

欠勤
支給

治療期間

通算1年6カ月まで
支給

通算1年６カ月

改正

　
重
い
病
気
や
大
き
な
け
が
な
ど
で
入
院
し

た
り
、
高
度
な
治
療
を
受
け
る
と
高
額
な
医

療
費
が
か
か
り
、
自
己
負
担
額
も
大
き
な
も

の
と
な
り
ま
す
。
窓
口
負
担
は
医
療
費
の
一

部
で
す
が
、
医
療
費
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ

ど
、
そ
の
ま
ま
で
は
窓
口
負
担
も
際
限
な
く

高
額
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
医
療
費
の
負
担
が
際
限
な
く

増
え
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、月
ご
と
（
毎

月
１
日
～
末
日
）
に
自
己
負
担
限
度
額
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
限
度
額
を
超
え
た
分

は
後
か
ら
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
が
高
額
療
養
費
制
度
で
す
。
毎
月
の

限
度
額
は
、年
齢
や
収
入（
標
準
報
酬
月
額
）

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
の
支
払
い
が
一
度
で
は
限
度
額

を
超
え
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
70
歳
未
満

で
は
同
じ
月
に
２
万
１
、０
０
０
円
以
上
の

支
払
い
が
複
数
あ
る
場
合
に
金
額
を
合
算

で
き
ま
す
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
は
金
額

に
関
係
な
く
合
算
可
能
）。
合
算
し
て
１
ヵ

月
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
超
え
た

額
の
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
同
様

に
、
被
扶
養
者
と
し
て
同
じ
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
家
族
の
自
己
負
担
も
合
算

で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
直
近
12
ヵ
月
で
、
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
月
が
３
ヵ
月
以
上
あ
る

場
合
は
、
４
ヵ
月
目
以
降
は
「
多
数
該
当
」

扱
い
と
な
り
、
自
己
負
担
限
度
額
が
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、長
期
に
わ
た
っ

て
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
に
は
、

よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
払
い
戻
し
を
受
け
る
に
は
、
先
に
医
療
機

関
の
窓
口
で
支
払
い
を
済
ま
せ
、
後
で
加
入

す
る
医
療
保
険
の
保
険
者
（
健
康
保
険
組
合
、

協
会
け
ん
ぽ
な
ど
）
に
対
し
て
「
高
額
療
養

費
支
給
申
請
書
」
を
提
出
し
ま
す
。
保
険
者

に
よ
っ
て
は
申
請
し
な
く
て
も
自
動
的
に
計

算
し
て
後
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ

の
場
合
で
も
、
払
い
戻
し
ま
で
に
は
３
ヵ
月

以
上
か
か
り
ま
す
。

　
一
時
的
に
生
じ
る
高
額
な
負
担
が
心
配
な

場
合
は
、
支
払
い
の
前
に
加
入
す
る
保
険
者

に
申
請
し
て
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交

付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る

こ
と
で
、
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
で
済
み
ま

す
。
入
院
な
ど
で
医
療
費
の
支
払
い
が
高
額

に
な
り
そ
う
な
と
き
は
、
ぜ
ひ
交
付
を
受
け

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

限
度
額
を
超
え
た
分
が

払
い
戻
さ
れ
る

一
定
額
以
上
の
支
払
い
を
合
算

多
数
該
当
で
さ
ら
に
負
担
が
軽
減

入
院
な
ど
の
と
き
は
事
前
に

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に

必
要
な
手
続
き
と
は
？

A

高額療養費の自己負担限度額の目安は？Q 毎
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
に
は
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

超
え
た
分
は
後
か
ら
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

払
い
戻
し
を
受
け
る
に
は
原
則
と
し
て
申
請
が
必
要
で
す
。

　高額療養費の自己負担限度額は収入別に定められており、70歳未満と70歳以上で異なり
ます。厳密な額は計算で求めますが、大まかな目安を覚えておくとよいでしょう。
　70歳以上 75歳未満で標準報酬月額 26万円以下の一般や低所得者に該当する場合、毎月の
限度額だけでなく年間の上限額も定められています。毎年 8月から翌年 7月までの１年間の自己負
担額を個人単位で合計して上限額を超えている場合には、7月31日時点で被保険者として加入し
ている医療保険者に対して申請を行います。被扶養者である家族の分も被保険者が申請します。

高額療養費
払い戻しの流れ

被保険者
被扶養者

医療機関

医療保険の保険者

❶医療費の支払い
　（自己負担分）

❷高額療養費
　支給申請書の提出

❸払い戻し

●70歳未満の人の自己負担限度額

●70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

所得区分（標準報酬月額） 自己負担限度額

83万円以上 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×１％　（多数該当：140,100円）

53万円～ 79万円  167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×１％　（多数該当：　93,000円）

28万円～ 50万円    80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×１％　（多数該当：　44,400円）

26万円以下    57,600 円　（多数該当：44,400 円）

低所得者（住民税非課税）    35,400 円　（多数該当：24,600 円）

所得区分（標準報酬月額）
自己負担限度額

外来・個人ごと 入院・世帯ごと
現役並み所得者Ⅲ

83万円以上 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×１％　（多数該当：140,100円）

現役並み所得者Ⅱ
53 万円～ 79 万円  167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×１％　（多数該当：　93,000円）

現役並み所得者Ⅰ
28 万円～ 50 万円    80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×１％　（多数該当：　44,400円）

一般
26 万円以下   18,000 円（年間上限：144,000円） 57,600 円（多数該当：　44,400 円）

低所得者
低所得Ⅱ

　 8,000 円
24,600 円

低所得Ⅰ 15,000 円

目安
およそ25万円

目安
およそ25万円

目安
およそ17万円

目安
およそ17万円

目安
およそ8万円

目安
およそ8万円

※低所得Ⅰとは住民税非課税、年金収入 80 万円以下の場合です。低所得Ⅱとは住民税非課税、年金収入 80 万円～ 160 万円の場合です。
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２
０
２
１
年
は
聖
徳
太
子
が
亡
く
なって
千

四
百
年
の
御
遠
忌
が
執
り
行
わ
れ
る
年
。
遠

忌
と
は
五
十
年
忌
や
百
年
忌
な
ど
没
後
長
い

年
月
を
経
て
行
わ
れ
る
大
き
な
年
忌
法
要
の

こ
と
で
、
四
天
王
寺
で
は
御
聖
忌
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
聖
徳
太
子
の
遺
徳
を
偲
ん
で
大
阪
上

町
あ
た
り
の
社
寺
や
史
跡
を
訪
ね
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
聖
徳
太
子
は
、
肖
像
画
が
日
本
の
お
札
に

一番
多
く
登
場
し
、
教
科
書
で
も
習
い
、一度

に
10
人
の
人
の
話
を
聞
き
分
け
た
と
いっ
た
伝

説
も
数
多
く
、
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
ほ
ど

有
名
な
飛
鳥
時
代
の
政
治
家
で
あ
り
思
想

家
で
す
。
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
簡
単
に
お
さ

ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
５
７
４
年
に
用
明
天
皇
と
間
人
皇
后
の
第

２
子
と
し
て
飛
鳥
の
地
で
誕
生
。
母
が
産
気

づ
い
た
の
が
厩
戸
の
前
だ
っ
た
こ
と
か
ら
「
厩

戸
皇
子
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
２
歳
の
時

に
釈
迦
が
亡
く
な
っ
た
朝
、
小
さ
な
手
を
合

わ
せ
「
南
無
仏
」
と
唱
え
た
と
い
う
伝
説
も

あ
る
よ
う
に
、
幼
少
期
か
ら
稀
に
見
る
才
能

聖
徳
太
子
の
偉
大
な
功
績

て
生
涯
を
か
け
て
衆
生
救
済
に
努
め
る
」と

誓
い
ま
し
た
。
見
事
勝
利
し
た
の
で
仏
の
加

護
に
感
謝
し
、
物
部
氏
最
後
の
本
拠
地
だ
っ

た
こ
の
地
に
５
８
９
年
、
父
母
を
祀
って
神
社

を
建
立
。
後
の
四
天
王
寺
の
前
身
で
あ
る
た

め
、「
元
の
四
天
王
寺
」と
も
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
森
で
は
太
子
か
ら
新
羅
に
派
遣
さ
れ
た

が
帰
国
後
献
上
し
た
つ
が
い
の
鵲
２
羽
を
こ
の

森
で
飼
って
い
た
こ
と
が
日
本
書
紀
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
南
西
に
進
む
と「
玉
造
稲
荷
神

社
」。
昔
こ
の
地
域一帯
に
は
大
和
朝
廷
の
下
で

勾
玉
を
造
る
難
波
玉
造
部
が
住
ん
で
い
た
と
日

本
書
紀
に
記
さ
れ
て
お
り
、
玉
造
の
地
名
も

そ
こ
か
ら
。
後
に
こ
の
地
に
陣
を
構
え
戦
勝
を

祈
願
し
た
太
子
が
、
勝
利
後
に
こ
こ
に
観
音
堂

を
建
て
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
天
王
寺
と
東
西
南
北
を
守
る
七
宮

　
さ
ら
に
南
に
下
り
、
近
鉄
線
を
越
え
る
と

上
宮
学
園
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
に
建
つマ

ン
シ
ョン
の
入
り
口
軒
下
に「
上
之
宮
址
」と
刻

ま
れ
た
石
碑
が
。
５
９
３
年
、
太
子
が
四
天

王
寺
を
建
立
し
た
時
に
守
護
神
社
と
し
て
周

囲
に
作
っ
た「
四
天
王
寺
七
宮
」の一つ
で
、
鬼

門
に
あ
た
る
北
東
を
守
る
社
で
す
。
し
か
し

明
治
40
年
に
、
七
宮
の
う
ち
土
塔
神
社
、
小

儀
神
社
と
共
に
北
の
大
江
神
社
に
合
祀
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
南
下
し
興
國
高
校
の
そ
ば
ま
で

く
る
と
、
大
き
な
鳥
居
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
す
。
四
天
王
寺
七
宮
の一つ
、「
久
保
神

社
」で
す
。
多
数
の
建
物
が
大
阪
大
空
襲
で

焼
失
し
広
い
境
内
も
戦
前
戦
後
の
都
市
計
画

で
狭
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご
利
益
の
所
願
成

就
を
求
め
多
く
の
人
が
願
掛
け
に
来
ま
す
。

　
こ
の
先
に
あ
る
の
が
同
じ
く
四
天
王
寺
七

宮
の一つ
、
南
西
の
裏
鬼
門
を
守
る「
河
堀
稲

生
神
社
」。
稲
荷
神
社
も
合
祀
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
商
売
繁
盛
の
神
社
の
イ
メ
ー
ジ
と
は

少
し
違
って
静
か
で
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た

空
気
が
流
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
を
西
に
進
む
と「
超
願
寺
」。
太
子
が

父
の
追
福
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
自
分
で
刻

み
小
さ
な
お
堂
を
造
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
北
に
見
え
る
四
天
王

寺
の
南
門
を
目
指
し
て
歩
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

　
四
天
王
寺
は
推
古
天
皇
が
即
位
し
た
５
９
３

年
に
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
人
々
を
救
い
平
和

な
国
を
造
ろ
う
と
太
子
が
創
建
し
た
寺
で
、

わ
が
国
で
最
も
古
い
寺
で
す
。
伽
藍
配
置
は

中
門
、
五
重
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
南
北
一直

線
に
並
び
そ
れ
を
回
廊
が
囲
む
四
天
王
寺
方

式
で
、
国
内
最
古
の
建
築
様
式
で
し
た
が
、

度
重
な
る
戦
争
や
災
害
で
多
く
を
焼
失
。

そ
の
後
再
建
さ
れ
、
ほ
ぼ
飛
鳥
時
代
の
姿
を

取
り
戻
し
て
い
ま
す
。
創
建
に
あ
た
り
物
部

討
伐
の
戦
勝
祈
願
で
誓
っ
た
人
民
救
済
の
た

め
に
とっ
た
の
が「
四
箇
院
の
制
」。

　
敬
田
院（
寺
院
）、
施
薬
院（
薬
局
）、
療

病
院（
病
院
）、
悲
田
院（
社
会
福
祉
施
設
）

の
こ
と
。
そ
の
他
国
宝
や
重
要
文
化
財
を
収

蔵
し
た
宝
物
館
や
太
子
の
生
涯
や
伝
説
を
描

い
た
絵
伝
な
ど
見
ど
こ
ろ
が
いっ
ぱ
い
。
太
子

の
月
命
日
22
日
に
は
境
内
に
縁
日
が
並
び
お

税
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

　
周
辺
の
繁
華
を
楽
し
み
な
が
ら
帰
る
と
、

ゴ
ー
ル
の
天
王
寺
駅
ま
で
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。

四天王寺　中門と五重塔

と
聡
明
な
知
恵
、
優
れ
た
人
格
を
持
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
15
歳
で
の
父
の
急
死
や
内
乱

を
乗
り
越
え
て
き
た
太
子
は
、
５
９
５
年
、

叔
母
の
推
古
天
皇
が
初
の
女
性
天
皇
と
し
て

即
位
し
た
後
、
21
歳
の
若
さ
で
推
古
天
皇
か

ら
厚
い
信
頼
を
受
け
天
皇
を
補
佐
す
る
摂
政

と
な
り
ま
し
た
。
政
治
の
実
権
を
委
ね
ら
れ

る
や
、
政
治
体
制
を
有
力
豪
族
中
心
か
ら

天
皇
中
心
の
律
令
国
家
へ
の
改
革
に
着
手
。

豪
族
た
ち
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
も
29
歳
と

な
っ
た
６
０
３
年
、
世
襲
制
で
な
く
個
人
の

能
力
や
功
績
、
忠
誠
心
に
応
じ
て
位
や
階
級

を
与
え
最
適
な
人
材
の
雇
用
を
は
か
ろ
う
と

い
う
「
冠
位
十
二
階
」
に
続
い
て
、
翌
年
に

は
官
僚
な
ど
政
治
に
関
わ
る
人
に
対
し
て
道

徳
や
心
が
け
を
示
唆
し
た「
十
七
条
の
憲
法
」

を
制
定
。
ま
た
、
大
陸
の
律
令
制
度
や
文

化
を
取
り
入
れ
よ
う
と
高
句
麗
や
百
済
か
ら

高
僧
を
呼
び
師
に
迎
え
た
り
、
６
０
０
年
に

続
き
６
０
７
年
に
も
小
野
妹
子
ら
を
遣
隋
使

と
し
て
派
遣
し
、
日
本
初
の
外
交
に
挑
み
ま

し
た
。
併
せ
て
仏
教
を
広
め
よ
う
と
大
阪
の

四
天
王
寺
や
奈
良
の
法
隆
寺
を
は
じ
め
各
地

に
寺
院
を
建
立
。
そ
う
し
た
革
新
的
な
政

治
に
よ
っ
て
国
内
は
安
定
し
、
仏
教
中
心
の

飛
鳥
文
化
が
花
開
き
、
日
本
国
家
の
礎
が

築
か
れ
ま
し
た
。
理
想
の
国
家
を
目
指
し
て

生
涯
を
さ
さ
げ
た
太
子
は
６
２
２
年
に
病
に

よ
り
48
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
想

い
は
そ
の
後
、
中
大
兄
皇
子
ら
に
受
け
継
が

れ
、
６
４
５
年
に
ま
だ
勢
力
を
残
し
て
い
た

豪
族
・
曽
我
氏
を
倒
し
た
大
化
の
改
新
へ
と

繋
が
って
いっ
た
の
で
す
。
仏
教
を
基
礎
に
し

た
愛
民
治
国
の
政
治
や
慈
悲
心
は
人
々
に
伝

わ
り
、
今
も
「
お
太
子
様
」
と
長
く
敬
愛

さ
れ
て
い
ま
す
。

戦
勝
祈
願
で
神
社
を
建
立

　
森
ノ
宮
駅
を
下
車
す
る
と
、
す
ぐ
西
側
に

「
鵲
森
宮
（
森
之
宮
神
社
）」が
あ
り
ま
す
。

飛
鳥
時
代
、
有
力
豪
族
が
争
い
を
繰
り
返
し

て
い
た
中
、
崇
仏
派
の
曽
我
馬
子
と
廃
仏
派

の
物
部
守
屋
と
の
間
で
合
戦
が
起
こ
り
、
当

時
14
歳
だ
っ
た
太
子
は
曽
我
氏
の
守
屋
討
伐

軍
に
参
加
。
最
初
は
劣
勢
で
し
た
が
、
太
子

16
歳
の
時
、白
膠
木
の
木
で
仏
教
の
守
護
神
・

四
天
王
像
を
作
り
頭
に
さ
し
て
戦
勝
を
祈

願
。「
勝
っ
た
暁
に
は
四
天
王
を
祀
る
寺
を
建

1400年御聖忌を迎え
聖徳太子ゆかりの地を歩く

玉造稲荷神社

鵲森宮（森之宮神社）

【タイムテーブル】
Start

Goal

ＪＲ環状線・大阪メトロ
「森ノ宮」駅

① 鵲森宮（森之宮神社）

② 玉造稲荷神社

③ 上之宮址

④ 久保神社

⑤ 河堀稲生神社

⑥ 超願寺

⑦ 四天王寺

ＪＲ「天王寺」駅

1～2分

15～20分

5～10分

10～15分

10～15分

8～12分

8～15分

７～10分「四天王寺前
夕陽ヶ丘」駅
「四天王寺前
夕陽ヶ丘」駅

「谷町
四丁目」駅
「谷町
四丁目」駅

「大阪上本町」駅　「大阪上本町」駅　

「玉造」駅「玉造」駅

「桃谷」駅「桃谷」駅

「寺田町」駅「寺田町」駅
JR「天王寺」駅JR「天王寺」駅

JR・大阪メトロ
「森ノ宮」駅
JR・大阪メトロ
「森ノ宮」駅

⑦
四天王寺
⑦
四天王寺

玉
造
筋

玉
造
筋

上
町
筋

上
町
筋

大
阪
城

大
阪
城

長堀通長堀通

千日前通千日前通

④久保神社④久保神社

⑥超願寺⑥超願寺

阪神高速3号東大阪線阪神高速3号東大阪線

Ｊ
Ｒ
環
状
線

Ｊ
Ｒ
環
状
線

近鉄線近鉄線

Start

Goal

①鵲森宮①鵲森宮
②玉造稲荷神社②玉造稲荷神社

「谷町
九丁目」駅
「谷町
九丁目」駅

「谷町
六丁目」駅
「谷町
六丁目」駅

「鶴橋」駅「鶴橋」駅

③上之宮址③上之宮址

興國高校興國高校

⑤河堀稲生神社⑤河堀稲生神社

地
下
鉄
谷
町
線

地
下
鉄
谷
町
線
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２
０
２
１
年
は
聖
徳
太
子
が
亡
く
なって
千

四
百
年
の
御
遠
忌
が
執
り
行
わ
れ
る
年
。
遠

忌
と
は
五
十
年
忌
や
百
年
忌
な
ど
没
後
長
い

年
月
を
経
て
行
わ
れ
る
大
き
な
年
忌
法
要
の

こ
と
で
、
四
天
王
寺
で
は
御
聖
忌
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
聖
徳
太
子
の
遺
徳
を
偲
ん
で
大
阪
上

町
あ
た
り
の
社
寺
や
史
跡
を
訪
ね
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
聖
徳
太
子
は
、
肖
像
画
が
日
本
の
お
札
に

一番
多
く
登
場
し
、
教
科
書
で
も
習
い
、一度

に
10
人
の
人
の
話
を
聞
き
分
け
た
と
いっ
た
伝

説
も
数
多
く
、
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
ほ
ど

有
名
な
飛
鳥
時
代
の
政
治
家
で
あ
り
思
想

家
で
す
。
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
簡
単
に
お
さ

ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
５
７
４
年
に
用
明
天
皇
と
間
人
皇
后
の
第

２
子
と
し
て
飛
鳥
の
地
で
誕
生
。
母
が
産
気

づ
い
た
の
が
厩
戸
の
前
だ
っ
た
こ
と
か
ら
「
厩

戸
皇
子
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
２
歳
の
時

に
釈
迦
が
亡
く
な
っ
た
朝
、
小
さ
な
手
を
合

わ
せ
「
南
無
仏
」
と
唱
え
た
と
い
う
伝
説
も

あ
る
よ
う
に
、
幼
少
期
か
ら
稀
に
見
る
才
能

聖
徳
太
子
の
偉
大
な
功
績

て
生
涯
を
か
け
て
衆
生
救
済
に
努
め
る
」と

誓
い
ま
し
た
。
見
事
勝
利
し
た
の
で
仏
の
加

護
に
感
謝
し
、
物
部
氏
最
後
の
本
拠
地
だ
っ

た
こ
の
地
に
５
８
９
年
、
父
母
を
祀
って
神
社

を
建
立
。
後
の
四
天
王
寺
の
前
身
で
あ
る
た

め
、「
元
の
四
天
王
寺
」と
も
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
森
で
は
太
子
か
ら
新
羅
に
派
遣
さ
れ
た

が
帰
国
後
献
上
し
た
つ
が
い
の
鵲
２
羽
を
こ
の

森
で
飼
って
い
た
こ
と
が
日
本
書
紀
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
南
西
に
進
む
と「
玉
造
稲
荷
神

社
」。
昔
こ
の
地
域一帯
に
は
大
和
朝
廷
の
下
で

勾
玉
を
造
る
難
波
玉
造
部
が
住
ん
で
い
た
と
日

本
書
紀
に
記
さ
れ
て
お
り
、
玉
造
の
地
名
も

そ
こ
か
ら
。
後
に
こ
の
地
に
陣
を
構
え
戦
勝
を

祈
願
し
た
太
子
が
、
勝
利
後
に
こ
こ
に
観
音
堂

を
建
て
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
天
王
寺
と
東
西
南
北
を
守
る
七
宮

　
さ
ら
に
南
に
下
り
、
近
鉄
線
を
越
え
る
と

上
宮
学
園
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
に
建
つマ

ン
シ
ョン
の
入
り
口
軒
下
に「
上
之
宮
址
」と
刻

ま
れ
た
石
碑
が
。
５
９
３
年
、
太
子
が
四
天

王
寺
を
建
立
し
た
時
に
守
護
神
社
と
し
て
周

囲
に
作
っ
た「
四
天
王
寺
七
宮
」の一つ
で
、
鬼

門
に
あ
た
る
北
東
を
守
る
社
で
す
。
し
か
し

明
治
40
年
に
、
七
宮
の
う
ち
土
塔
神
社
、
小

儀
神
社
と
共
に
北
の
大
江
神
社
に
合
祀
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
南
下
し
興
國
高
校
の
そ
ば
ま
で

く
る
と
、
大
き
な
鳥
居
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
す
。
四
天
王
寺
七
宮
の一つ
、「
久
保
神

社
」で
す
。
多
数
の
建
物
が
大
阪
大
空
襲
で

焼
失
し
広
い
境
内
も
戦
前
戦
後
の
都
市
計
画

で
狭
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご
利
益
の
所
願
成

就
を
求
め
多
く
の
人
が
願
掛
け
に
来
ま
す
。

　
こ
の
先
に
あ
る
の
が
同
じ
く
四
天
王
寺
七

宮
の一つ
、
南
西
の
裏
鬼
門
を
守
る「
河
堀
稲

生
神
社
」。
稲
荷
神
社
も
合
祀
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
商
売
繁
盛
の
神
社
の
イ
メ
ー
ジ
と
は

少
し
違
って
静
か
で
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た

空
気
が
流
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
を
西
に
進
む
と「
超
願
寺
」。
太
子
が

父
の
追
福
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
自
分
で
刻

み
小
さ
な
お
堂
を
造
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
北
に
見
え
る
四
天
王

寺
の
南
門
を
目
指
し
て
歩
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

　
四
天
王
寺
は
推
古
天
皇
が
即
位
し
た
５
９
３

年
に
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
人
々
を
救
い
平
和

な
国
を
造
ろ
う
と
太
子
が
創
建
し
た
寺
で
、

わ
が
国
で
最
も
古
い
寺
で
す
。
伽
藍
配
置
は

中
門
、
五
重
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
南
北
一直

線
に
並
び
そ
れ
を
回
廊
が
囲
む
四
天
王
寺
方

式
で
、
国
内
最
古
の
建
築
様
式
で
し
た
が
、

度
重
な
る
戦
争
や
災
害
で
多
く
を
焼
失
。

そ
の
後
再
建
さ
れ
、
ほ
ぼ
飛
鳥
時
代
の
姿
を

取
り
戻
し
て
い
ま
す
。
創
建
に
あ
た
り
物
部

討
伐
の
戦
勝
祈
願
で
誓
っ
た
人
民
救
済
の
た

め
に
とっ
た
の
が「
四
箇
院
の
制
」。

　
敬
田
院（
寺
院
）、
施
薬
院（
薬
局
）、
療

病
院（
病
院
）、
悲
田
院（
社
会
福
祉
施
設
）

の
こ
と
。
そ
の
他
国
宝
や
重
要
文
化
財
を
収

蔵
し
た
宝
物
館
や
太
子
の
生
涯
や
伝
説
を
描

い
た
絵
伝
な
ど
見
ど
こ
ろ
が
いっ
ぱ
い
。
太
子

の
月
命
日
22
日
に
は
境
内
に
縁
日
が
並
び
お

税
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

　
周
辺
の
繁
華
を
楽
し
み
な
が
ら
帰
る
と
、

ゴ
ー
ル
の
天
王
寺
駅
ま
で
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。

四天王寺　中門と五重塔

と
聡
明
な
知
恵
、
優
れ
た
人
格
を
持
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
15
歳
で
の
父
の
急
死
や
内
乱

を
乗
り
越
え
て
き
た
太
子
は
、
５
９
５
年
、

叔
母
の
推
古
天
皇
が
初
の
女
性
天
皇
と
し
て

即
位
し
た
後
、
21
歳
の
若
さ
で
推
古
天
皇
か

ら
厚
い
信
頼
を
受
け
天
皇
を
補
佐
す
る
摂
政

と
な
り
ま
し
た
。
政
治
の
実
権
を
委
ね
ら
れ

る
や
、
政
治
体
制
を
有
力
豪
族
中
心
か
ら

天
皇
中
心
の
律
令
国
家
へ
の
改
革
に
着
手
。

豪
族
た
ち
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
も
29
歳
と

な
っ
た
６
０
３
年
、
世
襲
制
で
な
く
個
人
の

能
力
や
功
績
、
忠
誠
心
に
応
じ
て
位
や
階
級

を
与
え
最
適
な
人
材
の
雇
用
を
は
か
ろ
う
と

い
う
「
冠
位
十
二
階
」
に
続
い
て
、
翌
年
に

は
官
僚
な
ど
政
治
に
関
わ
る
人
に
対
し
て
道

徳
や
心
が
け
を
示
唆
し
た「
十
七
条
の
憲
法
」

を
制
定
。
ま
た
、
大
陸
の
律
令
制
度
や
文

化
を
取
り
入
れ
よ
う
と
高
句
麗
や
百
済
か
ら

高
僧
を
呼
び
師
に
迎
え
た
り
、
６
０
０
年
に

続
き
６
０
７
年
に
も
小
野
妹
子
ら
を
遣
隋
使

と
し
て
派
遣
し
、
日
本
初
の
外
交
に
挑
み
ま

し
た
。
併
せ
て
仏
教
を
広
め
よ
う
と
大
阪
の

四
天
王
寺
や
奈
良
の
法
隆
寺
を
は
じ
め
各
地

に
寺
院
を
建
立
。
そ
う
し
た
革
新
的
な
政

治
に
よ
っ
て
国
内
は
安
定
し
、
仏
教
中
心
の

飛
鳥
文
化
が
花
開
き
、
日
本
国
家
の
礎
が

築
か
れ
ま
し
た
。
理
想
の
国
家
を
目
指
し
て

生
涯
を
さ
さ
げ
た
太
子
は
６
２
２
年
に
病
に

よ
り
48
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
想

い
は
そ
の
後
、
中
大
兄
皇
子
ら
に
受
け
継
が

れ
、
６
４
５
年
に
ま
だ
勢
力
を
残
し
て
い
た

豪
族
・
曽
我
氏
を
倒
し
た
大
化
の
改
新
へ
と

繋
が
って
いっ
た
の
で
す
。
仏
教
を
基
礎
に
し

た
愛
民
治
国
の
政
治
や
慈
悲
心
は
人
々
に
伝

わ
り
、
今
も
「
お
太
子
様
」
と
長
く
敬
愛

さ
れ
て
い
ま
す
。

戦
勝
祈
願
で
神
社
を
建
立

　
森
ノ
宮
駅
を
下
車
す
る
と
、
す
ぐ
西
側
に

「
鵲
森
宮
（
森
之
宮
神
社
）」が
あ
り
ま
す
。

飛
鳥
時
代
、
有
力
豪
族
が
争
い
を
繰
り
返
し

て
い
た
中
、
崇
仏
派
の
曽
我
馬
子
と
廃
仏
派

の
物
部
守
屋
と
の
間
で
合
戦
が
起
こ
り
、
当

時
14
歳
だ
っ
た
太
子
は
曽
我
氏
の
守
屋
討
伐

軍
に
参
加
。
最
初
は
劣
勢
で
し
た
が
、
太
子

16
歳
の
時
、白
膠
木
の
木
で
仏
教
の
守
護
神
・

四
天
王
像
を
作
り
頭
に
さ
し
て
戦
勝
を
祈

願
。「
勝
っ
た
暁
に
は
四
天
王
を
祀
る
寺
を
建

1400年御聖忌を迎え
聖徳太子ゆかりの地を歩く

玉造稲荷神社

鵲森宮（森之宮神社）

【タイムテーブル】
Start

Goal

ＪＲ環状線・大阪メトロ
「森ノ宮」駅

① 鵲森宮（森之宮神社）

② 玉造稲荷神社

③ 上之宮址

④ 久保神社

⑤ 河堀稲生神社

⑥ 超願寺

⑦ 四天王寺

ＪＲ「天王寺」駅

1～2分

15～20分

5～10分

10～15分

10～15分

8～12分

8～15分

７～10分「四天王寺前
夕陽ヶ丘」駅
「四天王寺前
夕陽ヶ丘」駅

「谷町
四丁目」駅
「谷町
四丁目」駅

「大阪上本町」駅　「大阪上本町」駅　

「玉造」駅「玉造」駅

「桃谷」駅「桃谷」駅

「寺田町」駅「寺田町」駅
JR「天王寺」駅JR「天王寺」駅

JR・大阪メトロ
「森ノ宮」駅
JR・大阪メトロ
「森ノ宮」駅

⑦
四天王寺
⑦
四天王寺

玉
造
筋

玉
造
筋

上
町
筋

上
町
筋

大
阪
城

大
阪
城

長堀通長堀通

千日前通千日前通

④久保神社④久保神社

⑥超願寺⑥超願寺

阪神高速3号東大阪線阪神高速3号東大阪線

Ｊ
Ｒ
環
状
線

Ｊ
Ｒ
環
状
線

近鉄線近鉄線

Start

Goal

①鵲森宮①鵲森宮
②玉造稲荷神社②玉造稲荷神社

「谷町
九丁目」駅
「谷町
九丁目」駅

「谷町
六丁目」駅
「谷町
六丁目」駅

「鶴橋」駅「鶴橋」駅

③上之宮址③上之宮址

興國高校興國高校

⑤河堀稲生神社⑤河堀稲生神社

地
下
鉄
谷
町
線

地
下
鉄
谷
町
線
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小児救急電話相談 #8000 実施時間帯は都道府県
によって異なります。

　夜間や休日などに医療機関を受診すると、初診料や再診料に加え
て時間外の割増料金がかかります。自分の医療費が割高になるだ
けでなく救急患者の治療に支障を来す恐れもありますので、緊急性
が高い場合を除き、できるだけ加算がつかない平日の診療時間内に
受診しましょう。
　休日や夜間に子供の急病やけがで受診の判断に迷った場合には、
＃8000をダイヤルして小児救急電話相談で相談してみましょう。

時間外
おおむね8時前と18時以降
土曜日は8時前と正午以降

深　夜 4,800円

2,500円

850円

初 診 再 診

4,200円

1,900円

650円

午後10時～午前6時

休　日
日曜日・祝日・年末年始

※上記の金額には健康保険が適用されます。

休日や夜間は医療費に割増料金が
かかるのをご存じですか。
救急医療の妨げにもなるため
気軽に受診するのは避けましょう。

時間外受診は

やめよう!
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保健師・看護師など、ベテラン相談員が健康に関するあらゆる相談にお答えします。たとえば、急なお子
様の発熱や育児・妊産期の不安、また休日や夜間に受診できる病院や女医のいる病院を探しているとき
なども、まずお電話ください。（医師との予約相談も可能。）
昨年度の相談内容で多かったものが、「病気・症状と治療に関する相談」と「メンタルヘルスに関する相
談」です。他には「医療機関に関する相談」や「事故・ケガと治療に関する相談」などさまざまな内容のもの
がありました。（健保組合が受ける報告書には、詳細な相談内容や個人情報は含まれておりません。）

風邪ひきゼロ運動
参 加 対 象 者 ： 被保険者・被扶養者
運 動 期 間 ： 令和 3 年12月 1日～ 令和 4 年2月28日
参 加 受 付 期 限 ： 令和 3 年11月30日（火）
達成書提出期限 ： 令和 4 年 3月11日（金）
奨 励 賞 送 付 ： 令和 4 年 4月下旬（予定）

※参加票等のご案内は、事業所宛に11月初旬にお送りします。

詳細につきましては、実施要項またはホームページをご覧ください。
不明な点がございましたら、健康保険組合までご連絡ください。

0120-570020
大阪府建築健康保険組合 専用番号

ファミリー健康相談

健康や生活に関するさまざまな相談はこちらへ

　皆さんは今、入浴の時間をどのように過ごされていますか。
　時間がないからシャワーのみの人や、浴槽に浸かりながら本を読む人もいるかもしれません。入浴は、身体を清潔にす
るだけではありません。湯船に浸かると、温熱作用によって身体が温まり、水圧作用によって全身の血流が良くなり、さら
に水の浮力によって筋肉や関節の負担を減らします。大学の研究によると、65歳以上の対象者で、毎日湯船に浸かる人は
浸からない人より、3年後の要介護リスクが29％もダウンしたという結果が出ています。
　入浴の方法を工夫することで、健康で長生きできる一助になると考えられます。次に入浴のポイントをご紹介します。

１　肩まで浸かる全身浴
体のすみずみまで血液が巡り、温熱効果も上がります。半身浴よりも全身浴が効果的です。（心臓や肺な
どに疾患がある人は、水圧がかからず体温が上がり過ぎない半身浴がおすすめです。主治医に相談しま
しょう。）

２　40℃ほどのお湯
40℃を超える熱いお湯は、交感神経の働きを活発にして、血圧を上昇させます。しかし、40℃ほどのお湯は、副交感神経を刺
激するため、血圧を下げて、心身ともにリラックスさせる効果をもたらします。

３　10分～15分浸かる
体の表面が温まるまでに5分かかり、筋肉が温まるまでに10分ほどかかります。ゆっくり体を温めましょう。

４　水分補給
入浴中は、大量に汗をかきます。そこで脱水症状にならないために、入浴前と入浴後、それぞれコップ1杯ずつの水を飲みま
しょう。

　入浴は毎日、あたりまえに繰り返される生活の一つです。入浴時、4つのポイントを活かしていただき、様々なストレスをうまくリ
フレッシュしてみてはいかがでしょうか。

保健師だより

入浴のポイント
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インフルエンザ予防接種補助のお知らせ

今年度より変更があります！

当健保組合ではインフルエンザの予防接種を受けられた方に対し、一部補助を実施しています。
今年度より、インフルエンザ予防接種実施医療機関（契約接種機関）で補助券を利用すると、補助
金請求手続きの手間が省け、自己負担分のみのお支払いで受けられますので、是非この機会をご
利用ください。

〈対象者〉
 被保険者および被扶養者

〈接種期間〉
 令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 1 月 31 日
〈補助対象〉
 接種料金（窓口での支払額）が1,500円を超えられている方

〈注意事項〉
 2回以上接種された場合は合算の接種料金で補助額を決定します（全ての領収証の写しの添付が必要）

〈請求期限〉
  令和 4 年 2 月 28 日まで（請求書提出の場合）

〈補助額〉
  1人につき、上限1,500円

〈補助回数〉
  1人につき、年度間に1回

（季節性、新型などを問わず）

※接種料金のうち自己負担分として1,500円を差し引いた額を補助対象金額とし、1,500円を
限度に補助します

　例）接種料金2,800円の場合 … 組合補助額1,300円（自己負担額1,500円）

予防接種の補助を受けるには、2種類の方法があります
① 契約接種機関で接種

※接種料金が3,000円以上の場合のみ利用可 ② 契約接種機関以外で接種

契約接種機関に接種料金・対象年齢・予約可否等
を電話で確認

（契約医療機関は健保HPで確認）
⬇

インフルエンザ予防接種補助券
（健保HPから印刷可）に必要事項を記入

⬇
補助券と被保険者証を医療機関窓口に提出

（被保険者証は確認後、返却されます）
⬇

自己負担分のみで予防接種
（健保組合への補助金請求は不要）

契約外接種機関にて予防接種（全額自己負担）
⬇

インフルエンザ予防接種費用補助金請求書
（健保HPから印刷可）に必要事項を記入

⬇
インフルエンザ予防接種費用補助金請求書に領
収書の写し（接種者の氏名・接種日等がわかるも
の）・請求者一覧表等を添付して事業所一括で健
保組合まで郵送にて提出

⬇
後日、指定金融機関に振り込まれます

※ ①と②の2重請求された場合や、補助券を2回以上利用された場合は、返還請求をしますので
ご注意ください

大阪府建築健康保険組合
※お問い合わせは事業部（☎06-6942-3622）までお願いいたします


